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第１章 策定趣旨
２ 本ビジョンの位置付け２ 本ビジョンの位置付け

厚⽣労働省は、2004年（平成16年）に水道事業における重点的な政策課題
とその課題に対処するための具体的な施策や将来像を明示した「水道ビジョン」を公
表するとともに、各水道事業者に対しても、自らの事業の現状や今後目指すべき将
来像、そしてその実現⽅策などを示す「地域水道ビジョン」の策定を推奨してきました。
これを受けて、本市においても「佐世保市水道ビジョン」を2008年（平成20年）

に策定し、水道事業における現状や課題を踏まえて効率的な事業運営に努めてきま
した。
その後、⽇本は人口減少社会に入り総人口は減少傾向に転じるとともに、異常気

象に伴う災害や大規模な地震災害の発⽣等により、人々の⽇常⽣活にとって重要
なインフラである水の安定供給に大きな⽀障が⽣じるなど、水道を取り巻く環境は大
きく変化してきました。そこで厚⽣労働省は、2013年（平成25年）に、大きく変化
した水道の事業環境に的確に対応して確実な事業運営を⾏うため、安全・強靭・持
続の3つの観点に基づき「新水道ビジョン」を策定しました。
本市においても、今後、人口減少に伴う給水収益の減少が⾒込まれる中で、施設

の⽼朽化に伴う更新需要の増大や慢性的な水源不⾜など、厳しい事業環境に直⾯
しています。
このような水道事業を取り巻く環境の変化や本市の水道事業における課題に的確

に対応するため、厚⽣労働省が「新水道ビジョン」で示している⽅向性を踏まえて、
且つ⻑期的な視点に⽴った戦略的な水道事業の計画として本ビジョンを策定し、ヒト
（職員）・モノ（資産）・カネ（財源）が連動した事業推進に取り組みます。
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１ 佐世保市水道事業の沿革１ 佐世保市水道事業の沿革
第２章 水道事業のあゆみ

本市水道事業は、旧海軍による「軍港水道」を前身としています。1889年（明治
22年）の海軍鎮守府設置により急激に人口は増加し、井⼾水等に依存していた飲料
水はたちまち不⾜する事態となりました。また、コレラ等の感染症が毎年のように流⾏して
おり、防疫対策上、どうしても安全な水を確保する必要がありました。やむをえず、1903
年（明治36年）旧海軍から水を分けてもらい、市の直営事業として一⽃缶を大⼋⾞
で運び、有償で水の配給を⾏ったことが本市の水道のはじまりです。その後、1907年
（明治40年）に全国で10番目となる水道管による給水（近代水道）を開始しまし
た。
その後、1938年（昭和13年）に相浦の町営水道の統合、1940年（昭和15
年）に菰田ダムの完成、1942年（昭和17年）に早岐の町営水道を統合し、1950
年（昭和25年）に公布・施⾏された旧軍港市転換法により旧海軍の水道は市に無
償譲渡され水道事業の一元化が図られました。
また、昭和30年代〜40年代にかけての⾼度成⻑期においては、給水人口、給水量
の増加にあわせて集中的な投資が図られ、給水区域の拡張につながりました。
本市の水道事業は、年表（P8参照）に記載のとおり、これまで8期の拡張事業を完
了し、現在は9期の拡張事業に取り組んでいます。
しかしながら、水資源に恵まれていない本市では、未だに水源確保が追い付かず、渇
水による水不⾜に幾度となく⾒舞われています。本市の水道事業は、創設以来、水源
不⾜と渇水との戦いでもありました。

Ⅰ．佐世保地区
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Ⅰ．佐世保地区

第２章 水道事業のあゆみ
１ 佐世保市水道事業の沿革

Ⅱ．北部エリアと宇久地区

一⽅、“平成の大合併”により統合した吉井、世知原、⼩佐々、江迎、⿅町の各地
区（以下「北部エリア」という。）と宇久地区の水道事業及び簡易水道事業について
は、各地区において、集落ごとに独⽴した水道を整備して運営しているケースが多く、広
範な地区に⼩規模な施設が点在しています。
各地区の給水開始時期は、概ね次のようになっています。
・吉井地区では、1953年度（昭和28年度）に樋口上水道が完成し、給水を開始。
・世知原地区では、1957年（昭和32年）に上水道が完成し、給水を開始。
・⼩佐々地区では、1955年（昭和30年）に田原水道が鉱害復旧上水道として完
成し、給水を開始。
・江迎地区では、終戦後⺠間の有志によって水道利⽤組合が設⽴され、1950年
（昭和25年）に町が施設を買収し、1952年（昭和27年）から江迎上水道とし
て、給水を開始。
・⿅町地区では、1955年（昭和30年）に北部上水道が完成し、給水を開始。
・宇久地区では、1959年（昭和34年）に平地区簡易水道事業が給水を開始。

-7-出典︓佐世保市都市計画マスタープラン

【佐世保市の市域図】



佐世保市水道事業のあゆみ（年表）
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１ 佐世保市水道事業の沿革


